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県
教
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委
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会
選
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規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 
令
和
六
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三
月
二
十
九
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奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
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奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

奈
良
県
教
育
委
員
会
選
奨
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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奈
良
県
教
育
委
員
会
選
奨
規
程

昭
和
二
十
四
年
十
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
ノ
二

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

尽
瘁
し

を

尽
力
し

に
改
め

同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る

 二 

事
務
局
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
つ
た
者

教
育
職
員
を
除

又
は
市
町
村
の
教
育
事
務
に
尽
力
し
た
者
で
そ
の
成
績
特
に
顕
著
な
も
の 

 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改

 

 

四 

社
会
教
育
又
は
保
健
体
育
の
振
興
に
尽
力
し
そ
の
成
績
特
に
顕
著
な

団
体
を
含

 

 

第
二
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
る

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
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